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（証券コード：5858） 

令和２年６月11日 

株 主 各 位 
 

大阪府八尾市山賀町六丁目 82 番地２ 
 

株式会社ＳＴＧ 
 

代表取締役社長 佐藤 輝明 

 

第38回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、当社第38回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記参考書類をご検討くださいまし

て、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、令和２年６月25

日(木曜日)午後５時までに到着するよう議決権を行使していただきますようお願い申し

あげます。 

 

敬 具 

記 
 

1. 日 時 令和２年６月26日（金曜日）午前11時 
2. 場 所 大阪府八尾市山賀町六丁目82番地２ 当社大阪本社２階会議室 

※会場変更 

本総会の開催場所は、前年とは異なりますので、別紙「株主総会会場ご案

内図」をご参照のうえ、お間違いのないようご注意ください。 
3. 目 的 事 項  
 報 告 事 項１ 第38期(平成31年４月１日から令和２年３月31日まで)事業報告

の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件 

  ２ 第38期(平成31年４月１日から令和２年３月31日まで)計算書類
報告の件 

 決 議 事 項   
 第 １ 号 議 案  剰余金の処分の件 
 第 ２ 号 議 案  取締役５名選任の件 
  

以 上 
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(添 付 書 類) 

事 業 報 告 

( 平成31年４月１日から 
令和２年３月31日まで )

 

1. 企業集団の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及び成果 

当連結会計年度における世界経済は、米中貿易摩擦の長期化に加え、新型コロ

ナウイルス感染症の世界的な拡大により、中国を含むアジア新興国の景気下振れ

リスクが高まり、需要が伸び悩みました。また、我が国では、景気は緩やかな回

復基調が続いておりましたが、米中貿易摩擦の長期化が製造業を中心とした企業

収益に悪影響を及ぼし、さらに消費増税に加え、新型コロナウイルスの影響によ

り、景気の悪化は避けられない状況となりました。 

このような中、当社グループの主力事業であるマグネシウムダイカストは、

様々な分野で軽量化を求められる時代の流れや、剛性や振動吸収性に優れた特性

を持つことなどに注目が集まり、自動車部品やカメラ関連部品を中心に需要の拡

大が見られました。しかしながら、国内外の景気悪化の影響等により、需要の伸

びに陰りが見え始めております。 

これらの環境を踏まえ、当社グループは、中国・タイの両海外拠点が更なる生

産体制の増強を図り、海外の需要を積極的に取り込み、今後の事業拡大に邁進し

てまいります。なお、当社は令和元年６月26日に東京証券取引所 TOKYO PRO 

Marketに上場し、設備投資のための資金を調達いたしました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は2,446百万円（前年同期比1.8％増）、

営業利益は186百万円（前年同期比0.1％増）、経常利益は188百万円（前年同期比

5.1％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は159百万円（前年同期比2.5％増）

となりました。 

 

(2) 設備投資の状況 

当連結会計年度において実施しました当社グループの設備投資の総額は264百万

円で、その主なものは次のとおりであります。 

 

当連結会計年度中に完成及び取得した主要な設備 

 静岡工場 検査測定機、貯蔵タンク 18,499千円 

 中国工場 鋳造機、ＣＮＣ機械、測定機等の機械装置 54,220千円 

  タイ工場 検査測定機 28,650千円 

 

(3) 資金調達の状況 

当社は令和元年６月26日に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに上場し、ブック

ビルディング方式に準拠した特定投資家向け取得勧誘による新株式の発行により、

総額248,950千円の資金調達を行いました。 
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(4) 対処すべき課題 

当社グループは、重要なテーマとして「各種製品の軽量化」を掲げております。

当社グループの主力事業で取り扱うマグネシウムは、実用金属としてアルミニウ

ムより軽い上に、剛性や振動吸収性に優れた特性を持つと共に、リサイクル利用

も可能な金属として、高い将来性のある素材として注目されております。 

需要拡大の進む海外に対しては、当社の子会社である、中国・タイの両拠点が、

また、これからの市場拡大が期待される国内に対しては、本社（大阪）・静岡の

両拠点が、更なる生産体制の増強を図り、今後の事業拡大へと邁進していく方針

としております。 

開拓余地も十分にある市場のため、競合他社の参入もございますが、独自の

「鋳造・トリミング」「仕上・機械加工」一貫体制によるコストダウン及び短納

期対応により他社との差別化を図り、お客様に期待以上の成果を提供しつづける

企業を目指してまいります。 

引続きご支援ご指導の程、宜しくお願い申しあげます。 

 
(5) 財産及び損益の状況の推移 

 

区     分 
第 35 期 

（平成29年３月期） 

第 36 期 
（平成30年３月期） 

第 37 期 
（平成31年３月期） 

第 38 期 
（当連結会計年度） 

（令和２年３月期） 

売 上 高 1,805,636 
千円 

2,114,132 
千円 

2,403,164 
千円 

2,446,387 
千円 

経 常 利 益 124,143 
千円 

131,128 
千円 

198,397 
千円 

188,262 
千円 

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 

127,871 

千円 

85,499 

千円 

155,722 

千円 

159,545 

千円 

１株当たり当期純利益 167.85 
円 

112.23 
円 

204.41 
円 

194.47 
円 

総 資 産 額 1,308,597 
千円 

1,482,499 
千円 

1,585,760 
千円 

1,887,254 
千円 

純 資 産 額 200,191 
千円 

255,834 
千円 

407,855 
千円 

826,111 
千円 

１株当たり純資産額 262.79 
円 

335.83 
円 

535.38 
円 

985.34 
円 

 
（注）当社は、平成30年９月５日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており

ます。第35期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株
当たり当期純利益を算定しております。 
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(6) 重要な子会社の状況 
 

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容 

三輝特殊技研（香港）有限公司 2,392,000 HKD 100 ％ 各種金属製品販売 

深圳市参輝精密五金有限公司 8,000,000 RMB 
三輝特殊技研（香港） 

有限公司の100％子会社 
各種金属表面加工 

SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY 

LIMITED 
70,000,000 THB 

70 
（５ 

％ 
％） 

マグネシウム成型品 
の製造販売 

（注）当社の出資比率の（ ）内は、間接出資比率を内数で記載しています。 

 

(7) 主要な事業内容 
 

事     業 主  要  製  品 

マグネシウム成型品及びアルミニウム
成型品の製造販売等 

高級一眼レフカメラ部品、プロジェクター部品、自動
車部品等 

 

(8) 主要な営業所及び工場 
 

 名   称 所 在 地 

生産拠点 

大阪工場 大阪府八尾市山賀町六丁目82番地２ 

静岡工場 静岡県伊豆市上船原1400番地１ 

深圳工場 中国広東省深圳市宝安区松岗街道燕川村越華工業区Ａ１棟１楼 

タイ工場 
113/4 Moo4, Nakhon Luang Industrial Estate,Tambol Bangphrakru, 

Amphur Nakhonlung,Ayutthaya 13260, Thailand. 

営業拠点 香港 中国香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心6樓604室 

 

(9) 従業員の状況 
 

従 業 員 数 前期末比増減 

234 名 △2 名 

 
         

(10)主要な借入先 
 

借   入   先 借   入   額 

株式会社紀陽銀行  （注）383,912 千円 

株式会社日本政策金融公庫  145,390 

Bangkok Bank Public Co., Ltd. 108,900 

株式会社池田泉州銀行  85,022 

株式会社山陰合同銀行  27,117 

（注）株式会社紀陽銀行を引受先とする私募債 20,000千円を含んでおります。 
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2. 会社の株式に関する事項 

(1) 発行済株式の総数 838,400株             

(2) 株 主 数 33名 

(3) 大 株 主  
 

株   主   名 持   株   数 持株比率 

佐藤 輝明 264,000 株 31.48 ％ 

ＴＮＰ中小企業・ベンチャー企業成長応援投資事業
有限責任組合 

119,300 14.22  

佐藤 武幸 83,400 9.94  

三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合 70,000 8.34  

ＫＳＰ３号投資事業有限責任組合 44,700 5.33  

ごうぎんキャピタル３号投資事業有限責任組合 40,000 4.77  

兼光 喜彦 40,000 4.77  

森田 泰成 34,000 4.05  

島根産業活性化投資事業有限責任組合 23,200 2.76  

ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合 20,000 2.38  

 

(4) その他株式に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

 

3. 会社の新株予約権等に関する事項 

(1) 当事業年度末日における新株予約権の状況 

 ・新株予約権の数 

     510個 

 ・目的となる株式の種類及び数 

     普通株式 51,000株（新株予約権１個につき 100株） 

 ・当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 
 

 回次 (行使価額) 行 使 期 間 個  数 保有者数 

取締役 
(社外取締役を除く) 

第１回 (1,800円) 
平成30年４月２日 
～令和８年４月１日 

200個 ２名 

 

(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況 

   該当事項はありません。 

 

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項 

   該当事項はありません。 
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4. 会社役員に関する事項 

(1) 取締役及び監査役の氏名等 
 

氏   名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

佐藤 輝明 代表取締役社長 
・三輝特殊技研（香港）有限公司 董事長 
・SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED 代表取締役 

森田 泰成 専務取締役 ・SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED 取締役 

林  忠德 常務取締役 
・三輝特殊技研（香港）有限公司 董事 
・深圳市参輝精密五金有限公司 代表人 
・SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED 取締役 

白井 芳弘 常務取締役  

佐々木 智一 取締役 ・佐々木化学薬品株式会社 代表取締役 

平井 洋行 常勤監査役  

島谷 通敬 監査役 
・株式会社アトラック 取締役 
・エスブイエス 代表 
・株式会社クロスウェル 監査役 

大貫 篤志 監査役 

・公認会計士大貫篤志事務所 
・税理士法人Ｅ＆Ｍ 代表社員 
・株式会社ルネッサンス 監査役 
・株式会社ＴＮＰパートナーズ 監査役 
・筑波精工株式会社 顧問 
・Neoprecision therapeutics株式会社 監査役 
・株式会社芝浦パートナーズ 代表 

（注）１.取締役 佐々木智一は、社外取締役であります。 

２.上記社外取締役が役員等を兼務する他の法人等と当社の間に特別な関係はありません。 

３.監査役 島谷通敬、大貫篤志は、社外監査役であります。 

４.上記社外監査役が役員等を兼務する他の法人等と当社の間に特別な関係はありません。 

５.監査役 片上強は、令和元年７月 25日をもって、監査役を退任いたしました。 

 

(2) 責任限定契約の内容の概要 

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法

第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及

び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結

することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の

限度額は、法令の定める最低責任限度額とすることとしております。 
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(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 

取締役５名 57,664千円（うち社外 １名 1,200千円）

監査役３名 12,000千円（うち社外 ２名 3,600千円）

（注）１.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人部分は含まれておりません。 

２.取締役の報酬限度額は、令和元年６月 27 日開催の定時株主総会において年額

200,000 千円以内と決議されております。 

３.監査役の報酬限度額は、平成 28 年６月 29 日開催の定時株主総会において年 

額 80,000 千円以内と決議されております。 

４.上記報酬等の額のほか、退任監査役１名に対して 500 千円支給しております。 

 

(4) 社外役員に関する事項 

区分 氏名 主な活動状況 

社外取締役 佐々木 智一 当事業年度開催の取締役会には、18 回中 18 回に出席し、

議案審議等につき、経験豊富な経営者の観点から必要な発

言を行っております。 

社外監査役 片上 強 令和元年７月 25 日に退任するまでに開催された取締役会

には、９回中９回に出席し、疑問点等を明らかにするため

に適宜質問し、意見を述べております。 

また、令和元年７月 25 日に退任するまでに開催された監

査役会には、６回中６回に出席し、監査結果についての意

見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っておりま

す。 

社外監査役 島谷 通敬 当事業年度開催の取締役会には、18 回中 14 回に出席し、

疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べてお

ります。 

また、当事業年度開催の監査役会には、14 回中 11 回に出

席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事

項の協議等を行っております。 

社外監査役 大貫 篤志 当事業年度開催の取締役会には、18 回中 18 回に出席し、

疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べてお

ります。 

また、当事業年度開催の監査役会には、14 回中 14 回に出

席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事

項の協議等を行っております。 
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5. 会計監査人の状況 

(1) 会計監査人の名称 

EY新日本有限責任監査法人 

 

(2) 責任限定契約の内容の概要 

当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当

該契約に基づく損害賠償責任限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度

額となります。 

 

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等  22,000千円 

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 

                       22,000千円 

 

(4) 子会社の監査の状況 

当社の重要な子会社のうち海外子会社２社は、当社の会計監査人と同一のネッ

トワークに属しているErnst & Youngのメンバーファームの監査を受けております。 

 

(5) 非監査業務の内容 

該当事項はありません。 

 

(6) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定

めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に

招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告

いたします。 

 

6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの基本方針を

以下のとおり定め、業務の適正を確保するための体制の整備に努めております。 

 

① 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制 

a. 当社は、法令、定款等の遵守があらゆる企業活動の前提であるとの認識に立ち、

当社及び当社子会社の役員及び使用人がコンプライアンスに適った企業活動

を実践するために「企業行動指針」並びに「コンプライアンス規程」の遵守

徹底を図る。コンプライアンスを統括する機関として代表取締役社長を委員
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長とする「コンプライアンス推進委員会」及び「リスク管理委員会」を設置

する他、コンプライアンスを統括する取締役を定めて、コンプライアンスの

推進及び徹底を図る。  

b. 当社の従業員等は、コンプライアンス上の不正な事実を知った場合などには、

速やかに報告・相談を行う。当社は、報告者が一切の不利益を受けることが

ないことを保証し、通常の報告経路以外に「内部通報制度」を設け、研修な

どを通じて、その設置趣旨及び運用の徹底を図る。 

c. 当社は「反社会的勢力対策規程」に基づき、反社会的勢力による不当要求行為

に対し毅然とした態度で対応し、取引その他一切の関係を持たない体制を整

備することに努める。 

d. 代表取締役社長直轄である内部監査員は、その機能を強化し、内部統制システ

ムの運用状況及びそれが有効に機能していることを定期的な社内モニタリン

グにより確認し、必要な場合には業務改善の指摘を行う。 

e. 当社は、財務報告の信頼性確保のため、内部統制システムの構築を行い、その

仕組みが適正に機能することを評価し、必要な場合には是正を行うと共に、

金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。 

f. 当社は、環境や組織の変化に対応した統制活動の改善を行い、内部統制システ

ムの整備状況については、取締役会に定期的に報告する。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 

a. 当社は業務上取り扱う情報について、「秘密情報管理規程」に基づき、厳格か

つ適切に保存・管理する体制を整備し運用する。 

b. 個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳格かつ適切に

保存・管理する。 

c. 取締役の職務執行に係る情報については、適用ある法令及び「文書管理規程」

に基づき適正に作成、保存・管理する。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

a. 当社は、リスク・マネジメントを重視した経営を行う上で、リスク・マネジメ

ントの基本的事項を定め、効率的な業務運営を行うため「リスク管理規程」

を制定し、主要リスクの認識、リスクの種類に応じた管理を行い、予防的に

可能な対策をできる限り施すことを基本とする。 

b. 当社は、「リスク管理委員会」において、各種リスク管理の方針等に関する審

議等を行い、重要な事項がある場合は取締役会において報告を行う。 

c. 当社は、重大な事故、災害の発生など、緊急事態が発生した場合の管理体制を

定めた「防災管理規程」「防火管理規程」に則り、管理及び対策を行う。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a. 取締役の職務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」
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「取締役会規程」において、それぞれの責任者及びその責任、権限、執行手

続きについて定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備する。 

b. 取締役会は「取締役会規程」に則り、経営上の重要事項について協議・報告を

行う。また、経営上の重要課題に迅速に対応するため、常勤の役員は必要に

応じてミーティングを行い、重要事項に関して情報交換等を行う。 

c. 当社は、取締役及び従業員が共有する全社目標として、経営方針に基づいた経

営計画を策定する。 

d. 情報システムにより、適法、適正かつ迅速な財務報告を実現することに加え、

これを効率的に内部統制を進める手段として活用する。 

e. 組織ごとに業務分掌を定め、個人の役割を明確にし、職務遂行のための公正な

人事制度を運用する。 

f. 各部門は、業務執行プロセスの効率改善を上記の目標におりこみ、実行すると

ともに、内部監査員が各部門の業務執行プロセスを監査し、監査結果を被監

査部門に還元し、その改善を行う。 

 

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

a. 当社は、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社各社の職務執行状況を管理

するとともに、業務運営の適正を確保することに努める。 

b. 子会社の重要な意思決定事項については、当社取締役会に報告し承認を得て行

う。 

c. 子会社の取締役は、定期的に子会社の業務運営状況について報告するとともに、

情報共有・意思疎通を図り、親子会社間での適正な取引に努める。 

d. 当社の内部監査員は、子会社の内部監査を定期的に行う。 

e. 当社の関係部門は、子会社の業務運営について積極的に協力し、体制整備の指

導を行う。 

 

⑥ 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

a. 監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役は監査役

と協議の上、監査役を補助すべき使用人を置くものとする。 

b. 当該使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査役会の事前の同意を

得るものとし、当該使用人の取締役からの独立を確保する。 

 

⑦ 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告

に関する体制 

a. 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締

役会その他重要会議への出席をはじめとして、監査役が必要と判断した会議

に出席できる。 

b. 監査役は、稟議書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧できるとともに、監査



 
 

     
 

― 11 ― 

役が必要と判断した場合、取締役及び従業員に該当書類の提示や説明を求め

ることができる。 

c. 取締役及び使用人が異常を発見した場合は、監査役に報告する。 

 

⑧ その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

a. 代表取締役社長は、定期的に監査役と意見交換を行う。 

b. 監査役は、内部監査員及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、監査役監査

の実効性確保を図る。 

c. 監査役は、監査の実施にあたり必要と認める時は、自らの判断で、弁護士、公

認会計士、その他の外部専門家を活用することができる。 

 

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と監査役会による業務執行の監督

及び監視を行っております。 

取締役会は、取締役５名（うち社外取締役１名）で構成されております。定時

取締役会は原則毎月１回開催しており、監査役３名も出席し取締役の業務執行を

監視しております。社外取締役も選任されているため、経営戦略の策定をはじめ

とする会社運営上の重要事項について、一般株主と利益相反の生じる恐れのない

独立した立場での幅広い見識や知見を取り入れることができ、適切な判断が行わ

れる体制になっていると考えております。 

監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されております。監査

役は監査役会を原則毎月１回開催しており、その他にも監査役は取締役会への出

席のほか、取締役の意見聴取や資料の閲覧、稟議案件その他の業務及び財産状況

を調査し、内部監査人との連携を十分にとり業務監査に万全を期しております。

また、監査法人とも連携を十分にとり会計監査に万全を期しております。 

監査役は、取締役会に出席し適時適切な発言を行っております。なお、当社は

監査役が監査に必要な情報を提供するとともに、監査役の社内各種会議への出席

を保障しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

 (注) 本事業報告書中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 

(令和２年３月31日現在) （単位：千円） 
 

科    目 金   額 科    目 金   額 

 
(資 産 の 部) 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 

電 子 記 録 債 権 

製 品 

仕 掛 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

そ の 他 

 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機械装置及び運搬具 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 

 

無 形 固 定 資 産 

 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

差 入 保 証 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

 

 
 

1,160,616 

560,739 

368,319 

25,512 

60,093 

63,591 

59,086 

23,274 

 

726,638 

593,419 

99,411 

378,108 

16,601 

29,643 

69,655 

 

7,493 

          

125,725 

18,578 

15,371 

21,884 

69,891 

 

 

 
(負 債 の 部) 

流 動 負 債 

買 掛 金 

短 期 借 入 金 

1年内償還予定の社債 

1年内返済予定の長期借入金 

未 払 金 

未 払 法 人 税 等 

賞 与 引 当 金 

役 員 賞 与 引 当 金 

そ の 他 

 

固 定 負 債 

社 債 

長 期 借 入 金 

退 職 給 付 に 係 る 負 債 

 

 

 
 

894,436 

126,758 

392,800 

10,000 

209,398 

108,448 

5,503 

14,539 

5,475 

21,514 

 

166,706 

10,000 

128,143 

28,562 

 

 

負 債 合 計 1,061,143 

 
(純 資 産 の 部) 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 

為 替 換 算 調 整 勘 定 

 

 
 

795,039 

195,062 

124,475 

475,502 

 

31,071 

△1,520 

32,591 

 

純 資 産 合 計 826,111 

資 産 合 計 1,887,254 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,887,254 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 注 記 表 

 

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

1. 連結の範囲に関する事項 

子会社３社すべてを連結しております。 

連結子会社の名称 

三輝特殊技研（香港）有限公司 

深圳市参輝精密五金有限公司 

SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITED 

 

2. 会計方針に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

   

  ② たな卸資産 

製品、仕掛品 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）を採用しております。 

原材料、貯蔵品 

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）を採用しております。 

  

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

当社は、主として定率法、在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。ただし、

当社は、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    ７～50年 

機械装置及び運搬具  ２～13年 

   

  ② 無形固定資産 

主として定額法を採用しております。 
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 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

なお、当連結会計年度においては、貸倒実績、個別の回収不能見込額がないため、貸倒引当金

を計上しておりません。 

   

  ② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

   

  ③ 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

 (4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

  ① 退職給付に係る会計処理の方法 

当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

   

  ② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。 

   

  ③ 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

追加情報 

新型コロナウイルス感染症は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の

広がり方や収束時期等を予想することは困難であります。当社グループにおいては、当連結会計年

度末時点で入手可能な外部の情報等を踏まえて、今後、令和３年３月期の一定期間にわたり当該影

響が継続するとの仮定のもと、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを

行っております。 
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連結貸借対照表に関する注記 

 有形固定資産の減価償却累計額 1,377,746千円

 

連結株主資本等変動計算書に関する注記 

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

   普通株式 838,400株

2. 当連結会計年度中に行なった剰余金の配当に関する事項 

 （1）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額 

12,576千円（うち基準日が当該連結会計年度中のもので当該連結会計年度の末日後に行う剰余金

の配当額12,576千円） 

 （2）配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額の総額 

該当事項はありません。 

3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く｡）の目的となる

株式の種類及び数 

   普通株式 51,000株

 

金融商品に関する注記 

1. 金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針 

当社グループは、設備投資等を行うために必要な資金を銀行等からの借入及び社債の発行により

調達しております。資金運用については、原則として預金等を中心として元本が保証されるか、も

しくはそれに準ずる安定的な運用成果の得られるものを対象としております。 

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金は、原則１ヵ月以内の支払期日であります。借入及び社債の発行は、主に

設備投資及び借換に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で３年４

ヶ月であります。 

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク管理 

当社グループは、営業債権については、管理本部経理課が取引先ごとの期日管理及び残高管理

を毎月行うとともに、回収遅延の恐れのある時は、各拠点と連絡を取り、速やかに適切な措置を

講じております。 

② 市場リスク管理 

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。 

③ 資金調達に係る流動性リスク管理 

当社グループは、社内の各部署からの情報に基づき、経営企画課が適時に資金計画を作成・更

新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。 
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

令和２年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

（1）現金及び預金 560,739 560,739 － 

（2）受取手形及び売掛金 368,319 368,319 － 

（3）電子記録債権 25,512 25,512 － 

（4）投資有価証券 

   その他有価証券 
18,578 18,578 － 

資産計 973,148 973,148 － 

（1）買掛金 126,758 126,758 － 

（2）未払金 108,448 108,448 － 

（3）短期借入金 392,800 392,800 － 

（4）社債（1年内償還予定の社債を含

む） 
20,000 19,924 △75 

（5）長期借入金（1年内返済予定の長期

借入金を含む） 
337,541 342,658 5,116 

負債計 985,548 990,589 5,041 

（注）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

資 産 

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。 

（4）投資有価証券 

これらの時価については、取引所の価格によっております。 

負 債 

（1）買掛金、（2）未払金、（3）短期借入金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。 

（4）社債（１年内償還予定の社債を含む）、（5）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含

む） 

これらの時価を算定しているもののうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新

規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、変動金利による

ものは、短期間で市場金利及び信用リスクを反映していることから、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。 
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１株当たり情報に関する注記 

 １株当たり純資産額 985円34銭

 １株当たり当期純利益 194円47銭

   

重要な後発事象に関する注記 

（国際協力銀行及び紀陽銀行とのタイ・バーツ建て借入契約の締結） 

当社グループは、株式会社国際協力銀行（総裁：前田匡史）と株式会社紀陽銀行（頭取：松岡靖

之）の協調融資により、協調融資総額 55,000千タイ・バーツ相当の借入契約を締結いたしました。 

 

１．概要 

当社連結子会社である SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED（以下、ＳＥＴとい

う。）は株式会社国際協力銀行との間で、融資金額 38,500千タイ・バーツを限度とする借入契

約を締結しました。本融資は株式会社国際協力銀行の「成長投資ファシリティ／海外展開支援ウ

インドウ」のもとで、株式会社紀陽銀行との協調融資により実施されるもので、協調融資総額は 

55,000千タイ・バーツ相当となります。 

 

（１）借入金額     ：55,000千タイ・バーツ 

（約 181百万円、1タイ・バーツ＝3.30円で算定） 

        なお 55,000千タイ・バーツのうち16,500千タイ・バーツは当社が 

株式会社紀陽銀行から借入、ＳＥＴに貸し付けるものであります。 

（２）利率       ：基準金利＋スプレッド 

（３）借入実行日    ：令和２年５月15日 

（４）借入期間     ：10年以内 

 

２．借入理由 

令和元年８月26日公表のＳＥＴにおける設備投資に充当及びこれに関連する追加の設備投資

（検査測定器など）に対応するものであります。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、世界的に景気の先行不透明感が強いな

かではありますが、当社グループの主力製品であるマグネシウムダイカスト製品については、

様々な分野で部品採用に一層の広がりが見られており、主力工場でありますＳＥＴの生産能力向

上を予定通り進めてまいります。 



 
 

     
 

― 20 ― 

貸 借 対 照 表 

(令和２年３月31日現在) （単位：千円） 
 

科    目 金   額 科    目 金   額 

 
(資 産 の 部) 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 

電 子 記 録 債 権 

売 掛 金 

製 品 

仕 掛 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

関 係 会 社 短 期 貸 付 金 

そ の 他 

  

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

構 築 物 

機 械 及 び 装 置 

車 両 運 搬 具 

工具、器具及び備品 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

  

無 形 固 定 資 産 

 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

関 係 会 社 出 資 金 

関係会社長期貸付金 

差 入 保 証 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

 

 
 

774,398 

269,039 

21,006 

25,512 

304,440 

33,615 

27,567 

18,570 

60,099 

14,546 

   

550,263 

156,396 

41,912 

19,315 

65,453 

2,471 

3,273 

16,601 

7,368 

 

6,725 

 

387,141 

18,578 

26,220 

337,554 

10,404 

12,716 

68,268 

△86,600 

 

 
(負 債 の 部) 

流 動 負 債 

買 掛 金 

短 期 借 入 金 

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 

1年内返済予定の長期借入金 

未 払 金 

未 払 費 用 

未 払 法 人 税 等 

賞 与 引 当 金 

役 員 賞 与 引 当 金 

そ の 他 

 

固 定 負 債 

社 債 

長 期 借 入 金 

退 職 給 付 引 当 金 

 

 
 

671,326 

114,373 

283,900 

10,000 

209,398 

16,696 

9,462 

5,503 

14,539 

5,475 

1,978 

 

147,364 

10,000 

128,143 

9,221 

 

  

負 債 合 計 818,691 

 
(純 資 産 の 部) 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 

  固定資産圧縮積立金 

  繰 越 利 益 剰 余 金 

 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

 

 
 

507,490 

195,062 

124,475 

124,475 

187,953 

187,953 

5,365 

182,587 

 

△1,520 

△1,520 

 

純 資 産 合 計 505,970 

資 産 合 計 1,324,662 負 債 ・ 純 資 産 合 計 1,324,662 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

  ① 子会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用しております。 

  

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  ① 製品、仕掛品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

を採用しております。 

② 原材料、貯蔵品 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）を採用しております。 

 

2. 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

主として定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物       ８～40年 

機械及び装置  ３～13年 

 

3. 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

  

(2) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

  

(3) 退職給付引当金 

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 
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 (4) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

 

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(1) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。 

  

(2) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

追加情報 

新型コロナウイルス感染症は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広

がり方や収束時期等を予想することは困難であります。当社においては、当事業年度末時点で入手可

能な外部の情報等を踏まえて、今後、令和３年３月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮

定のもと、固定資産の減損や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。 
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貸借対照表に関する注記 

1. 有形固定資産の減価償却累計額 982,121千円

 

2. 保証債務 

  他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。 

 
SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY 

LIMITED 
100,200千円

 

3. 関係会社に対する金銭債権債務 

 短期金銭債権 113,813千円

 短期金銭債務 82,609千円

  なお、区分掲記したものについては除いております。 

 

損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

   営業取引による取引高 

  売上高 143,575千円

  仕入高 611,726千円

 営業取引以外の取引高 58,956千円

 

税効果会計に関する注記 

  繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、役員賞与引当金、退職給付引当金であり、繰延税

金負債の発生の主な原因は、固定資産圧縮積立金であります。 

 

関連当事者との取引に関する注記 

 子会社等 
 

種 類 
会社等 
の名称 

議決権等の
所有 (被所
有）割合 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科 目 期末残高 

子 会 社 
三輝特殊技
研（香港）
有限公司 

所有 
直接100％ 

資金の貸付 
製品の仕入 
役員の兼任 

資金の貸付 
(注２) 

利息の受取 
(注２) 

製品の仕入 
配当の受取 

50,000千円 
 

427千円 
 

497,923千円 
50,000千円 

短期貸付金 
長期貸付金 
 
 
買掛金 

－ 

9,999千円 
32,500千円 

 
 

65,270千円 
－ 

子 会 社 

SANKI 
EASTERN 
(THAILAND) 
COMPANY 
LIMITED 

所有 
直接65％ 
間接５％ 

資金の貸付 
債務保証 
役員の兼任 

資金の貸付 
(注２) 

 
利息の受取 

(注２) 
債務保証 
（注４） 

52,650千円 
 
 

8,529千円 
 

100,200千円 
 

短期貸付金 
長期貸付金 
（注３） 
未収入金 
 

－ 
 

50,100千円 
305,054千円 

 
1,089千円 

 
－ 
 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注)１.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。 
  ２.資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりま

せん。 
  ３.SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITEDに対する貸付金については、86,600千円の貸倒引当

金を計上しております。 
  ４.SANKI EASTERN（THAILAND）COMPANY LIMITEDの金融機関等からの借入債務に対し、保証を行って

おります。なお、保証料は受領しておりません。 
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１株当たり情報に関する注記 

  １株当たり純資産額 603円50銭

  １株当たり当期純利益 100円85銭

   

重要な後発事象に関する注記 

（国際協力銀行及び紀陽銀行とのタイ・バーツ建て借入契約の締結） 

当社グループは、株式会社国際協力銀行（総裁：前田匡史）と株式会社紀陽銀行（頭取：松岡靖

之）の協調融資により、協調融資総額 55,000千タイ・バーツ相当の借入契約を締結いたしました。 

 

１．概要 

当社連結子会社である SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED（以下、ＳＥＴとい

う。）は株式会社国際協力銀行との間で、融資金額 38,500千タイ・バーツを限度とする借入契

約を締結しました。本融資は株式会社国際協力銀行の「成長投資ファシリティ／海外展開支援ウ

インドウ」のもとで、株式会社紀陽銀行との協調融資により実施されるもので、協調融資総額は 

55,000千タイ・バーツ相当となります。 

 

（１）借入金額     ：55,000千タイ・バーツ 

（約 181百万円、1タイ・バーツ＝3.30円で算定） 

        なお 55,000千タイ・バーツのうち16,500千タイ・バーツは当社が 

株式会社紀陽銀行から借入、ＳＥＴに貸し付けるものであります。 

（２）利率       ：基準金利＋スプレッド 

（３）借入実行日    ：令和２年５月15日 

（４）借入期間     ：10年以内 

 

２．借入理由 

令和元年８月26日公表のＳＥＴにおける設備投資に充当及びこれに関連する追加の設備投資

（検査測定器など）に対応するものであります。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、世界的に景気の先行不透明感が強いな

かではありますが、当社グループの主力製品であるマグネシウムダイカスト製品については、

様々な分野で部品採用に一層の広がりが見られており、主力工場でありますＳＥＴの生産能力向

上を予定通り進めてまいります。 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 

独立監査人の監査報告書 

令和２年６月５日

株 式 会 社 Ｓ Ｔ Ｇ 

 取 締 役 会  御 中  

 

大 阪 事 務 所 

 

指定 有限責 任 社 員 
公認会計士 栗 原 裕 幸 ㊞ 

業 務 執 行 社 員 

 

指定 有限責 任 社 員 
公認会計士 中 尾 志 都 ㊞ 

業 務 執 行 社 員 

 

監査意見 

 当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ＳＴＧの平成３１年４月１日から令和２年３
月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。 

 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社ＳＴＧ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。 

 

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。 

 

EY新日本有限責任監査法人
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連結計算書類の監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計
算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。 

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。 
 

以  上 
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会計監査人の監査報告書 謄本 

独立監査人の監査報告書 

令和２年６月５日

株 式 会 社 Ｓ Ｔ Ｇ 

 取 締 役 会  御 中  

 

大 阪 事 務 所 

 

指定 有限責 任 社 員 
公認会計士 栗 原 裕 幸 ㊞ 

業 務 執 行 社 員 

 

指定 有限責 任 社 員 
公認会計士 中 尾 志 都 ㊞ 

業 務 執 行 社 員 

 

監査意見 

 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＳＴＧの平成３１年４月１日から令和
２年３月３１日までの第３８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。 

 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。 

 

EY新日本有限責任監査法人
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計算書類等の監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ
ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 
以  上 
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監査役会の監査報告書 謄本 

監 査 報 告 書 

 

当監査役会は、平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日までの第38期事業年度の取締役の職務の執行に関して、

各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（1）監査役会は、監査の方針及び計画を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ

か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針及び計画に従い、取締役、内部監査

部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で

監査を実施しました。 

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を

調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、事業の

報告を受けました。 

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則

第 100 条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され

ている体制（内部統制システム）について、取締役等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計

監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か

ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）

を「監査に関する品質管理基準」（平成 17年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類及びその附属明細書並びに

連結計算書類について検討いたしました。 

２．監査の結果 

 （1）事業報告等の監査結果 

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに

関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

  （2）計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の監査結果 

     会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

令和２年６月９日 

株式会社ＳＴＧ 監査役会 

 

常勤監査役         平井 洋行  ㊞ 

 

監査役（社外監査役）   島谷 通敬  ㊞ 

 

監査役（社外監査役）   大貫 篤志  ㊞ 

 
 
 

以 上 
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株主総会参考書類 

 

議案及び参考事項 

第１号議案  剰余金の処分の件 

 

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、経

営基盤の強化、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継

続して実施していくことを基本方針としております。 

当期の業績及び将来の発展のための再投資に必要な内部留保の蓄積などを総合的

に勘案し、当期の期末配当金につきましては以下のとおりといたしたいと存じま

す。 

 

期末配当に関する事項 

(1) 配当財産の種類 

金銭 

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

当社普通株式１株につき金15円 

総額 12,576,000円 

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 

令和２年６月29日 

 

第２号議案  取締役５名選任の件 

 

取締役５名全員が本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役

５名の選任をお願いするものであります。 

 

取締役候補者は、次のとおりであります。 

 

取締役 

佐藤 輝明 

（さとう てるあき） 

生年月日 

昭和41年10月24日 

 

所有する当社の株式数 

264,000株 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

平成６年４月 当社入社 

平成18年５月 三輝特殊技研（香港）有限公司設立 同社董事長（現任） 

平成19年４月 当社取締役専務 

平成21年４月 当社代表取締役社長（現任） 

平成23年９月 SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED設立 

同社代表取締役（現任） 

 

＜重要な兼職の状況＞ 

・三輝特殊技研（香港）有限公司 董事長 

・SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED 代表取締役 
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取締役 

森田 泰成 

（もりた やすなり） 

生年月日 

昭和46年３月27日 

 

所有する当社の株式数 

34,000株 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

平成５年４月 株式会社TOSEI※入社 

平成19年10月 株式会社TOSEI取締役 

平成23年９月 SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED 

取締役（現任） 

平成27年４月 当社専務取締役（現任） 

 

※株式会社TOSEIは平成27年４月１日付で当社に吸収合併 

 

＜重要な兼職の状況＞ 

・SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED 取締役 

 

取締役 

林  忠德 

（りん ちゅうとく） 

生年月日 

昭和47年７月８日 

 

所有する当社の株式数 

7,000株 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

平成９年４月 当社入社 

平成18年６月 三輝特殊技研（香港）有限公司 工場長 

平成20年４月 三輝特殊技研（香港）有限公司 総経理 

平成23年９月 SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED 

取締役（現任） 

平成23年12月 深圳市参輝精密五金有限公司 代表人（現任） 

平成27年４月 当社常務取締役（現任） 

平成28年２月 三輝特殊技研（香港）有限公司 董事（現任） 

 

＜重要な兼職の状況＞ 

・三輝特殊技研（香港）有限公司 董事 

・深圳市参輝精密五金有限公司 代表人 

・SANKI EASTERN (THAILAND) COMPANY LIMITED 取締役 

 

取締役 

白井 芳弘 

（しらい よしひろ） 

生年月日 

昭和40年９月18日 

 

所有する当社の株式数 

0株 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

平成元年４月 株式会社紀陽銀行 入行 

平成19年１月 同行経営企画部部長代理 

平成24年４月 同行熊取支店長 

平成25年７月 同行羽倉崎－日根野連合店統括支店長 

平成26年10月 同行東京支店副支店長 

平成27年４月 阪和信用保証株式会社へ出向 

平成29年４月 当社へ出向 管理本部長 

平成30年４月 当社入社 管理本部長 

平成30年６月 当社常務取締役管理本部長（現任） 

 

＜重要な兼職の状況＞ 

・該当ありません 

 



 
 

     
 

― 34 ― 

社外取締役 

佐々木 智一  

（ささき ともかず） 

生年月日 

昭和47年１月24日 

 

所有する当社の株式数 

0株 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 

平成６年４月 長瀬産業株式会社入社 

平成12年４月 佐々木化学薬品株式会社入社 

平成18年10月 同社代表取締役（現任） 

平成28年６月 当社取締役（現任） 

 

＜重要な兼職の状況＞ 

・佐々木化学薬品株式会社 代表取締役 

（注）１．各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。 

   ２．取締役候補者のうち佐々木智一氏は社外取締役候補者であります。 

   ３．社外取締役候補者の選任理由、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。） 

     との責任限定契約について 

（１）社外取締役候補者の選任理由 

佐々木智一氏を社外取締役候補者とした理由は、経験豊富な経営者として、

貢献して頂けることを考え、社外取締役候補者として選任をお願いするもので

あります。 

（２）社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について 

佐々木智一氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもっ

て４年であります。 

（３）取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約について 

当社は現行定款第 30 条第２項において、取締役（業務執行取締役等であるも

のを除く。）との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約

を締結できる旨を定めておりますが、その限度額は、法令の定める最低責任限

度額であります。社外取締役候補者である佐々木智一氏の再任が承認された場

合、当社との間で上記と同じ責任限定契約を継続する予定であります。 

 

以 上 

 

 

 

 


